
空き家流通化を目的とした市町村・NPO連携型地域プラットホームの構築

課題と目的 空き家相談における流通困難物件解決のために市町村・専門団体・専門家と連携した空き家プラットホームの構築

取組内容 ・流通困難な空き家物件の実態把握
・プラットホーム運営（運営母体等）の検討（自立性・中立性の検討）
・プラットホームの根幹部分である受付からの相談案件のトリアージ
（専門団体への取次や仕分け）に関する検討
・地域課題や特性に合ったプラットホームの検討 検討会の実施

成果 ・空き家相談窓口における不動産流通困難物件の事例集の作成
・地域型プラットホームの構築から実施運用までのマニュアルの作成

（特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ）

地域課題や特性に合ったプラットホームの検討

主な検討内容（市町村での検討会実施）
ⅰ）空き家プラットホームの組織の基本形態
ⅱ）専門事業者の管理形態
ⅲ）市町村と専門家団体・専門事業者との協定
ⅳ）空き家プラットホームにおける物件仕分けに関する主要組織構成
ⅴ）個人情報の提供・取り扱い
ⅵ）流通促進の方針検討と対応の手順
ⅶ）空き家プラットホームの信頼性の確保
ⅷ）空き家プラットホームにおける空き家相談からの対応について

地域型プラットホームの構築から実施運用までのマニュアル
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参画

団体数

9団体 13団体 9団体（専門家）

特 長
流通促進に特に重要な
役割を果たす団体を中
心に組織構成の予定。

空き家対策に関連する
と思われる団体に参画
依頼を実施した。

地域の事情を熟知して
いる専門団体や専門
家を中心に組織した。
現状のNPO版空き家
プラットホームを基盤
に検討


